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(契 印 省 略)

危険性又は有害性等の刑務等の実施の促進に係 る対応について

労働安全術生規則第21条節2号及び約22粂節2号の危険性又は有畜性等の調査及びその

結果にjiEづき,iFyl･ずる措IE't.(以下 ｢危険性又は有身性等の調森等｣という｡)の実施の促進

については､平成21年 3月25日付け韮安安雅邦0325001号､iiE安労雅邦0325002号及び先安

化発第0325001号 ｢危険性又は有事性等のTl.A,1恋等の実施の促進に当た り当面尉意すべき郎

項について｣ (以下 ｢留意耶境内かん｣というO)により示 されたところであるが､掛 算

担当部第においてもその内容等について了知するとともに､

引き続き､平成19年 2月14日付け2.日邑節0214001号 ｢rilili,J削旨坤業務の迎',18'.'に

すべき邪項について｣の記の4の(2)に示されたところにより対応されたいO



(参考)

平成19年 2月14日付け基発第0214001号 ｢監督指導業務の運営に当たって留意すべき事項

について｣

4 死傷災害等の増加を踏まえた労働災害防止対策

(2)自主的な安全衛生括助の促進

労似災害を減少 させるためには､改正された安術法に基づき､事業者による自主的

な安全術生水準の向上を図るための取組を徹底させることが重要であるo

なお､法造反等に係る是正措粧等については､昭和49年 3月 6日基発第105号 ｢企

業における自主的安全術生管理活動促進のための監督指導.について｣(以下 ｢105号

イ


